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恵那市明智回想法センター管理規則の一部改正について（平成27年恵那市規則第10号） 

新 旧 

○恵那市明智回想法センター管理規則 ○恵那市明智回想法センター管理規則 

平成27年３月24日規則第10号 平成27年３月24日規則第10号

改正 改正 

令和２年７月２日規則第58号 令和２年７月２日規則第58号 

恵那市明智回想法センター管理規則 恵那市明智回想法センター管理規則 

恵那市明智回想法センター管理規則（平成17年恵那市規則第17号）の全部を

改正する。 

恵那市明智回想法センター管理規則（平成17年恵那市規則第17号）の全部を

改正する。 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この規則は、恵那市明智回想法センター条例（平成17年条例第48号。

以下「条例」という。）第２条の規定に基づき、恵那市明智回想法センター

（以下「回想法センター」という。）の                

                               管理運

営に関し、必要な事項を定めるものとする。 

第１条 この規則は、恵那市明智回想法センター条例（平成17年条例第48号。

以下「条例」という。）第９条の規定に基づき、恵那市明智回想法センター

（以下「回想法センター」という。）の減免に関し、恵那市公の施設の使用

料等減免取扱規則（平成23年恵那市規則第16号）に定めるもののほか、必要

な事項を定めるものとする。 

（事業） （利用料金の減免） 

第２条                                

                             回想法センタ

ーで行う事業は、次のとおりとする。 

第２条 条例第９条の２の規定により減免することができる利用料の額は、次

の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

（削除） (１) 市内に在住する65歳以上の高齢者が利用する場合 全額 

（削除） (２) 市内のこども園、保育園及び幼稚園の園児並びに小学校（特別支援学

校の小学部を含む。）の児童並びに中学校（特別支援学校の中学部を含む。）

の生徒並びにその引率者が教育課程に基づく教育活動として入館する場合

全額 

（削除）   (３) その他市長が特に必要と認める場合 市長が相当と認める額 

（削除） （利用料の減免申請） 

(１) 回想法事業に関すること。 （追加） 

(２) 回想法の普及啓発に関すること。 （追加） 

（削除） 第３条 条例第９条第２項の規定により明智回想法センター利用料の減免を受
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けようとする者は、次に掲げる事項を記載した減免申請書を指定管理者に提

出しなければならない。 

（削除） (１) 利用目的 

（削除） (２) 減免理由 

（削除） (３) 利用日時及び使用施設 

（削除） (４) 申請者の住所及び氏名 

（削除） (５) その他必要な事項 

（削除） ２ 指定管理者は、前項の申請書の提出を受けたときは、速やかに、減免の可

否を決定し、減免許可書を申請者に交付するものとする。 

（削除） （利用料金の返還） 

（削除） 第４条 条例第10条ただし書の規定により返還することができる利用料金の額

は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

（削除） (１) 利用者の責めに帰することができない理由により利用できなかった場

合 全額 

（削除） (２) 利用日の前日（当該前日が条例第４条に定める休館日に当たるときは、

休館日の前日）までに利用許可の取消しを申し出て、指定管理者の許可を

受けた場合 全額 

（削除）  (３) その他市長が特に必要と認める場合 市長が相当と認める額 

（削除） （委任） 

（削除）  第５条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。 

（使用の申し込み） （追加） 

第３条 条例第６条の規定により回想法センターを使用しようとする者（以下

「使用者」という。）は、恵那市明智回想法センター使用申請書（様式第１

号。以下「申請書」という。）を市長に提出しなければならない。 

（追加） 

（使用許可） （追加） 

第４条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかに内容を

審査し、許可する場合は、恵那市明智回想法センター使用許可書（様式第２

号。以下「許可書」という。）を申請者に交付するものとする。 

（追加） 
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（遵守事項） （追加） 

第５条 使用者は、回想法センターの使用に際し、次に掲げる事項を遵守しな

ければならない。 

（追加） 

(１) 建物内をたえず清潔に保つこと。 （追加） 

(２) 他の使用者に危害を及ぼすおそれのある行為をしないこと。 （追加） 

(３) みだりに火気を使う行為その他の危険を引き起こすおそれのある行為

をしないこと。 

（追加） 

(４) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙をしないこと。 （追加） 

(５) 使用許可以外の場所に立ち入らないこと。 （追加） 

(６) 許可を受けないで印刷物等を掲示し、又は配付しないこと。 （追加） 

(７) 許可を受けないで物品を展示し、又は販売しないこと。 （追加） 

(８) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をしない

こと。 

（追加） 

（委任） （追加） 

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。 （追加） 

附 則 附 則 

この規則は、平成27年４月１日から施行する。 この規則は、平成27年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年７月２日規則第58号） 附 則（令和２年７月２日規則第58号） 

この規則は、公布の日から施行する。 この規則は、公布の日から施行する。 

様式第１号（第３条関係） （追加） 
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様式第２号（第４条関係） （追加） 
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